トンネルじん肺訴訟

訴訟の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本件の原告らは，国が施策の一環として発注し，ゼネコン等の企業が施工した道路，水路等のトンネル建設工事に従事し，それによりじん肺に罹患したとする方々です。
原告らは，国に対して，(1)労働安全衛生法上の発注者の義務，工事請負契約の契約条項に基づく監督義務及び安全配慮義務の不履行があるとして，また，(2)労働基準法，じん肺法， 労働安全衛生法に基づき，じん肺対策として省令を制定・整備する規制権限を有しており，この規制・監督権限の不行使による責任があるとして，民法415条，国家賠償法１条１項に基づき， 一部請求として一人当たり300万円の慰謝料及び30万円の弁護士費用の支払を求める事案です。

トンネルじん肺訴訟は，東京，福岡，仙台及び高松の各高等裁判所に計５件並びに札幌を始め，１０地方裁判所に１７件（原告総数１０１４名）が係属していました（件数及び人数は平成１９年６月１１日現在）。

和解による訴訟の終了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本件については，全国トンネルじん肺根絶訴訟原告団団長及び同弁護団団長と厚生労働大臣，農林水産大臣，国土交通大臣及び防衛施設庁長官との間において，平成１９年６月１８日付け 「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」のとおり，訴訟外での合意が成立しました。
訴訟外での合意の内容は，以下の合意書のとおりです。

→トンネルじん肺防止対策に関する合意書（PDF形式208KB）
これを受けて，原告らと国とは，各裁判所で係争中の訴訟について訴訟上の和解をすることになりました。 

